


終わりました！
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本当に片付く捨て方・残し方②と題して、前回に引
き続きモノを通して自分をみつめる講座でした。
　モノとは単なる「物」ではありません。その物に
つながる関係性、過去、想いなど様々なモノの具現
化された物。そこを深く掘り下げる事により、今ま
で気づかなかった新たな自分の一面に気づくきっか
けにもなります。

　また、市役所からのミニレクチャーは、下水道課
の方に来ていただきました。私たちの出すゴミが最
終的にどうなっていくのか、意外に知らない事が多
くありました。
　可児自炊塾は『食』を通して、自分、健康、地域、
経済、医療、農業、環境を考える場として 2 年間
に渡り開催してきました。「食べる」という非常に
個人的な行動が社会と密接につながっており、その
行動を変えることで、社会課題の解決にもつながっ
ていくことを、日常行動を通して体感する機会にも
なったと思います。
　この 2 年間の学びを次は『行動』につなげるた
めに、今後は新たな取り組みを考えていきます。そ
のため可児自炊塾は今回を持ちまして終了となりま
す。今までご協力をいただいた大勢の皆さま、あり
がとうございました。

　お天気に恵まれた 11 月 26 日、アーラ全館を
使用して『子育て応援 NPO フェスタ』を開催し、
5000 人の来場者でにぎわいました。例年だと 6 月
に行っている「子育て応援フェスタ」ですが、今
回は「ＮＰＯフェスタ」と合同開催となったこと
で、普段あまり接点のない NPO 団体と子育て世代
の方々の交流の場にもなったようです。
　会場が広くなったことで、今回初めての企画もあ
りました。「フラッシュモブ」は出演者も企画者も
ドキドキで本番を迎えましたが、来場者のみなさん
と一体となって大いに盛り上がりました。ご協力い
ただいた「ダンスチーム SORA」のみなさん、地元
の音楽家のみなさん、ありがとうございました。
　同じく初めての企画である「子どもお仕事体験」
は、地元若手事業者である可児青年会議所の全面協
力によって実現したものです。長い行列ができるほ
どの人気に関係者もびっくり。子どもたちは笑顔で
すが、大人は緊張の面持ちで見守り、時には手が出
そうにもなり、大人にも子どもにも良い機会になっ
たのではないでしょうか。

　他にも、主劇場で紙ヒコーキを作って飛ばしたり、
講師を招いての積み木ワークショップ、健康や食に
関するミニ講座、様々な相談ブース、ハンドメイド
品の販売、地元の飲食店など、広いアーラの会場の
あちこちに家族の笑顔が溢れていた１日になりまし
た。
　当日お手伝い頂いたボランティアのみなさん、ご
協賛・ご協力いただいた企業の方々、出店者のみな
さんのおかげで無事にこのイベント終えることがで
きましたことを、感謝申し上げます。

　

　

可児自炊塾 12 月 12日（火）10：00～ 12：00
かに NPOセンター　

子育て応援 NPO フェスタ 11 月 26日（日）10時～ 15時
可児市創造文化センター



 新 着 図 書

ガバナンス　12 月号～地域のガバナンス（共治）はいま～

ガバナンス　12 月号別冊～事例で学ぶ人財マネジメント講座

地域づくり　11 月号～教育と地方創生

ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり　　香取一昭、大川恒著

ビジネスを通じて社会課題を解決する オルタナ　51

ぎょうせい

ぎょうせい

（一財）地域活性化センター

学芸出版

（株）オルタナ

ＮＰＯインフォメーション

（特）可児市 NPO 協会

市民活動団体のバックオフィス業務

　市民活動を行う中で、講師謝金や賃金等を支払っ
ている団体は多いのではないでしょうか。この時期、
年末調整や法定調書の作成に毎年頭を抱えている
バックオフィス担当者の方も多いかもしれません。
ここで必要な業務の流れを整理してみました。

・1 月 10 日　源泉所得税納付
　（納期の特例を受けている場合は、1 月 20 日）
・源泉徴収票・給与支払い報告書の作成
　　→源泉徴収票を本人に交付
　　→源泉徴収票を税務署へ提出
　　→給与支払い報告書を本人住所市町村へ報告
・1 月 31 日　法定調書合計表を税務署へ提出
　＜法定調書合計表＞
　　・源泉徴収票
　　・報酬（講師等）の支払い調書
　　・家賃の支払調書
・1 月 31 日　償却資産の申告（市町村税務課）
※講師に年間 5 万円を超える謝金を支払った場合、　
　マイナンバーの収集が必要になります。

　バックオフィスとは、組織の経理・労務・総務・情報管理など地味で目立たないけれど、組織運営に
は必ず必要な業務を言います。市民活動団体では、専任の担当者を置かず代表者が全て抱え込んでいる
組織も多いかもしれません。この時期から年末調整や法定調書を作成し、年度末の決算・報告書、総会
へ向けて、バックオフィスの業務量はピークといえるかもしれません。

可児市まちづくり活動助成事業
　今年度、助成金を受託して活動されている団体の
方は、事業が終了したら早めに報告書の提出をお願
いします。
　報告書の内容は、いつ、どこで、何をやったか（日
時、場所、内容、参加人数等）と事業実施による成
果が書かれているとわかりやすくなります。アン
ケート等で参加者の声が集められていれば、集計結
果もあるといいかもしれません。
　報告書の提出〆切は、2 月末日
　事業報告会は、3 月を予定しています。

報告書作成に当たって留意して欲しい点
①予定通りの事業が行えなかった場合は、事前に変
　更申請書が必要です。止むを得ず事業中止になっ
　た場合も、同様に変更申請が必要です。
②決算書の科目は、予算書と同じにしてください。
③支出した全ての領収書が必要です。科目毎にまと
　めて任意の用紙に貼りつけて、コピーを提出して
　ください。
④事業の様子がわかる写真を添付してください。
⑤配布したチラシ等があれば、添付してください。
　※お困りの場合はご相談ください。








